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○ 「セルフ・キャリアドック」とは、企業の経営課題・人材育成上のビジョンに基づき、労働者のキャ
リア形成における「気づき」を支援するため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャ
リアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組みのこと。 

→ 幅広い企業での普及を目指し、「セルフ・キャリアドック導入支援事業」（平成28～29年度の２か年
計画）により、「モデル企業」での実施上の効果・課題の分析、導入マニュアル等の開発を進めてい
るところ。 

○「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日閣議決定）（抜粋） 
 定期的に自身の職務能力を見直し、今後、どのようなキャリアを歩むべきかを確認した上で、身に付けるべき知識・
能力・スキルを確認する機会（「セルフ・キャリアドック（仮称）」）を整備する。 

【若手（入社時等）】 

・職業人生の目標等の明確化 

・目標に照らした今後の課題
の抽出とその解決策の明確
化、実行の動機付け 等 

 

 

【中堅（一定役職登用時等）】 

・中長期にわたるキャリアパスの検討 

・中長期的キャリアを見通して必要な
能力開発の方向付けの明確化 

・職場での悩み相談・解決 等 

【中高年（一定年齢到達時等）】 

・これまでのキャリアの棚卸しと目標の
再設定 

・目標に照らした今後の課題の抽出と
その解決策の明確化、実行の動機付
け 等 

（セルフ・キャリアドックの実施イメージ（例）） 

定期的なキャリアコンサルティングの実施によるキャリアプランの明確化・能力開発等の促進 

1 

セルフ・キャリアドックについて 

社内／外のキャリアコンサルタント等
によるキャリアコンサルティング 

人材育成ビジョンの明確化、 

これに応じた人事制度の
一環としてのセルフ・キャリ
アドックの仕組み整備 

人材育成課題の明確化、 

人事・教育訓練等の 

取り組みへの反映 

事業主等 
〇実施形態の例… 

・人事面談・キャリア研修と組み合わせて実施 

・面談を独立して実施 

資料２①ａ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「セルフ・キャリアドック導入支援事業」の取組み概要 
○「「日本再興戦略」改訂2015」等に基づき、平成28年度より2年計画で実施中。 
○28年9月現在、本事業の趣旨に賛同し、社内でのｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの導入に取り組み、その成果･課題検証等に協力する「モデ
ル企業」（14社）の選定等が終了。順次、社内でのｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの仕組み導入の上、取組み開始。 

セルフ・キャリアドック導入支援 
事業推進委員会 

 
 
 

 

（キャリアコンサルティング、人事労務の有識者よ
り構成：  
座長 花田光世 慶應義塾大学名誉教授） 

社内キャリアコンサルティング導入に取り組むモデル企業（１４社） 
 
業種：建設・製造・情報通信・卸小売・医療福祉・飲食等サービス 
規模：大企業９社・中小企業５社 
 
 
 
 
 

 
 
 
〇モデル企業の募集 
〇事業の周知、啓発 
 
→東京・大阪あわせて 
 259社315名参加。参加者

の圧倒的多数は中小企業を
含む企業人事担当役職員で、
取り組みへの企業関係者の
関心の高さが示されたところ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
○実施結果の報告 
→業種･規模等の企業

特性も踏まえた導入
ﾏﾆｭｱﾙ、 

 ﾓﾃﾞﾙ就業規則等の
開発 

○セルフ・キャリアドッ
クのあり方等の提言 
等 

助言・支援 

報告等 

 
 
 
○キャリアコンサルティングの 
 実施者に対する事前研修 
・本事業の概要・手続き 
・企業診断ツ－ルを活用した 
 人材育成改善支援の手法 
・キャリアコンサルティングの 
 面談プロセス・技法の共有 
 
→「ｾﾙﾌ･ｷｬﾘｱﾄﾞｯｸ」の具体的手

法を形式知化した研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･
教材の祖型が完成 

 各モデル企業のプラン（目標等）策定 

       ↓ 

 社内規定の整備 

       ↓ 

 社内キャリアコンサルティングの実施 

       ↓ 

 実施効果の検証 

       ↓ 

 委員会の助言に基づく改善 等 

【各社の人事政策上の課題例】 

建設業Ａ社：経営体質強化のための幹部候補養成 

飲食業Ｂ社：パート女性社員の正社員登用 

医療Ｃ病院：介護職員の定着率向上 

→これら課題に対応した人材育成支援に取り組む計画 

30
年
度
以
降 

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
よ
る
普
及 

平成28年度 平成29年度 

 セルフ・キャリアドックの実施 

（平成28年11月～平成29年９月） 

導入キャリアコンサルタント等 

研修（11月） 

セルフ・キャリアドック 

導入支援セミナ－（10月） 

導入マニュアル等 

作成 

（29年度末まで） 

平成29年度予算額 
36百万円（69百万円） 

※平成28年度国庫債務負担行為 
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セルフ・キャリアドック普及拡大加速化事業（仮称）（新規） 

○ 在職中の労働者が自身のキャリアを主体的に考えることを促し、その効果として企業における生産性の向上に
資するよう、平成29年度までの事業において作成した導入支援マニュアルやモデル企業の事例、ノウハウを活用
し、企業におけるセルフ・キャリアドックの普及拡大を加速化させるとともに、在職中の若者等に対する企業外での
専門的なキャリアコンサルティング機会を提供する。 
○ 具体的には、セルフ・キャリアドックの導入を希望する個々の企業に対する周知・啓発や相談、研修等の実施を
通じて、円滑な導入と取組の定着を支援するほか、専門的なキャリアコンサルティングの機会を提供し、在職中の
若者の職場定着やキャリアアップを支援する。 

※ 「セルフ・キャリアドック」：労働者のキャリア形成における「気づき」を支援するため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサ
ルティングを受ける機会を設定する仕組み。 

平成30年度要求額 
94,480千円（0千円） 

◎セルフ・キャリアドックの普及拡大加速化 
東京、大阪の２か所に拠点を設置し、企業内の人材育成・キャリア支援に精通した 
キャリアコンサルタントを配置して、以下の取組を実施 
・企業や事業主団体等への訪問等による導入の勧奨、技術的支援 
・導入を希望する企業に対する導入前から導入後も含めた相談支援 
・専門家や先行導入企業等の協力による社内キャリアコンサルタント等を対象とした研修 
・各企業においてセルフ・キャリアドックの実施を担当するキャリアコンサルタントの紹介 

◎在職中の若者に対するキャリアコンサルティングによる定着促進、キャリアアップ支援 
 安易な早期離職を志向するなど企業内における対応が難しい者や、中小企業に在籍するなど企業内 
におけるキャリアコンサルティングの機会を得ることが難しい者に対して、職場定着やキャリアアップに 
向けた専門的なキャリアコンサルティング機会をIT技術の利用も含めて幅広く提供する。 
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「働き方改革」に向けた専門実践教育訓練給付対象講座の拡充について 

今般の「働き方改革」実現のため、働く方の自発的な職業能力開発の強力な支援として、教育訓練給付の給付率の引き上げ 
・利便性の向上等の制度改正に併せ、その効果を最大化できるよう、対象講座の拡充を行うこととする。 

②子育て女性等のリカレント講座の拡充 

③e-ラーニング講座等の拡充 

①高度IT技術等に関する講座の拡充 
○産業競争力強化・生産性向上に資する分野における 
人材育成ニーズへの対応 

・ 第四次産業革命を支える人材に求められる「高度IT分野」等のスキ
ルを専門実践教育訓練を活用し習得できるようにすることが産業競
争力強化・生産性向上の観点からも、雇用の促進・安定の観点から
も重要。 

○講座の地域偏在 
・ 地方部における指定講座数・バリエーション、ひいては受講機

会の限定 

○上記のほか、資格制度の創設・設定に伴い、課程類型①に該当することとなったものとして、キャリアコンサルタント資格（平成28年４月１日
より名称独占の国家資格化）の養成課程（職業能力開発促進法に基づき厚労大臣が認定）が専門実践教育訓練給付の対象となることを明確化。 

さらに、今後、以下の事項について、文科省の検討等を踏まえ、具体化を図る計画。 
 ○文科省にて創設を予定している「新たな高等教育機関」（平成29年通常国会に関連法案を提出・成立）について、制度設計の具体化を 
  踏まえ、専門実践教育訓練給付の対象講座とすることを検討。 
 ○文科省有識者会議における、職業実践専門課程等の専門学校における社会人の学び直しに関する議論を踏まえ、必要な措置を講じる 
  ことを検討。 

【参考】教育訓練給付に係る制度改正 
 ・専門実践教育訓練給付の給付率・上限額引き上げ（６割→７割、48万円→56万円）、支給要件緩和（支給要件期間を１０年→３年） 
 ・教育訓練支援給付金の支給額の引き上げ（基本手当の５割→８割）、暫定措置の延長（平成３３年度末まで） 
 ・専門実践教育訓練給付・一般教育訓練給付ともに、出産・育児等による場合は、離職後４年以内→２０年以内まで受給可能に 

○情報処理安全確保支援士資格（平成29年４月より国家資格試験実施予定）、プロ
ジェクトマネージャ資格等、特に高度なIT資格の取得を目標とし、受講者が既に 
一定の高い能力レベルにあることを前提とした講座に限り、例外的に短時間の講座
を含め指定対象とすることで、労働市場ニーズの高い高度IT人材の育成を推進。 

○「高度IT分野をはじめとする産業界のニーズの特に高い分野における、産業所管省
庁による認定を受けた職業実践性の高い講座」について、産業所管省庁による制度
設計の具体化を踏まえ、専門実践教育訓練給付の対象にすることを検討。 

 

○ IT技術を用いた適切な方法により受講者の本人確認を行うことを要件として、
通学の不要なe-ラーニングの講座も、指定対象とする（一般教育訓練も同様）。 

・ 子育て女性や非正規雇用の在職者等にとって受講しやすい、土日・夜間講座の
開講を促進。 

・ 出産・育児等のためキャリアを中断した女性の職場復帰・キャリアアップに 
資する短期間の講座を拡充。 

・ 子育て女性等の職場復帰・キャリアアップにつながる多様な講座を新規開発し、
その成果を全国に普及。 

○非正規雇用の若者・子育て女性等の再就職やキャリアアップ 
のための講座の拡充 

・ 非正規雇用の若者、子育て中の女性等のキャリアアップに資すると 
考えられる教育訓練受講機会の偏り・量的制約 

・ 育児・介護等のために自宅を離れにくい者に対し、通学の不要な 
e-ラーニングの講座により、多様で質の高い教育訓練の機会を提供 
することが必要。 

課題 当面の対応策 

平成29年1月24日 
第100回労働政策審議会職業能力開発分科会資料をもとに作成 

平成29年４月告示改正（平成29年10月から適用） 
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資料２①ｂ 

＊ITSSﾚﾍﾞﾙ4以上の資格取得を目標とした
講座に限り時間数の下限を30時間に緩和 

＊「第四次産業革命ｽｷﾙ習得 
   講座」として 

平成29年10月告示改正（平成30年４月から適用） 

平成29年４月人材開発統括官定め改正 
（平成29年10月から適用） 

平成29年４月人材開発統括官定め改正（平成29年10月から適用） 



【今後の対応の方向性】 
がん等の病気を抱える患者や不妊治療を行う夫婦が活躍できる環境を整備する。治療状況に合わせた働き方ができるよう、患者
に寄り添いながら継続的に相談支援を行い、患者・主治医・会社間を調整する両立支援コーディネーターを配置し、主治医、会
社とのトライアングル型サポート体制を構築する。あわせて会社、労働者向けの普及・啓発を行い、企業文化の抜本改革を促す。 

【具体的な施策】 
（トライアングル型サポート体制の構築） 
• 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型サポート体制を構築するため、以下の取組を進める。 
① 主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄り添いながら、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けた治療と仕事両

立プランの作成支援などを行う両立支援コーディネーターを育成・配置する。 
② 治療と仕事両立プランの記載内容・作成方法等の具体化を進め、主治医、会社、産業医が効果的に連携するためのマ

ニュアルの作成・普及を行う。 
③ がん・難病・脳卒中・肝疾患等について、疾患ごとの治療方法や症状（倦怠感、慢性疼痛やしびれなどを含む）の特徴

や、両立支援に当たっての留意事項等を示した、会社向けの疾患別サポートマニュアル等の作成・普及を行う。 

（不妊治療と仕事の両立に関する相談支援の充実） 
・不妊治療に関する患者からの相談支援を担う不妊専門相談センターの機能について、両立支援にまで拡充する。 

（企業文化の抜本改革） 
・企業トップ自らがリーダーシップを発揮し、働く人の心身の健康の保持増進を経営課題として明確に位置づけ、病気の治療
と仕事の両立支援を含め積極的に取り組むことを強力に推進する。 

・2016年２月策定の事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインの普及推進など、両立支援の導入・拡充
に向けて一般国民を含めた周知・啓発を進める。 

・柔軟な休暇制度・勤務制度の導入を支援する助成金による支援を行う。 
・治療と仕事の両立等の観点から、傷病手当金の支給要件等について検討し、必要な措置を講ずる。 

（労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化） 
・治療と仕事の両立支援に係る産業医・産業保健活動の強化を図る。 
・過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないための産業医による面接指導の確実な実施等、企業における労働者  
 の健康管理を強化する。 
・産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直す。 
 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

治療と仕事の両立
が普通にできる社
会を目指す。 
 
両立支援コーディ
ネーターを2020年
度までに2,000人養
成する。 
 

項目５．病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進 

⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの推進 

【働く人の視点に立った課題】 

労働人口の約３人に１人が何らかの疾病
を抱えながら働いており、治療のために
離職する人が存在している。 
• 罹患しながら働く人数 2,007万人（2013年度） 
• 治療のため離職した人の割合（がん）約34％（うち依
願退職30％、解雇4％）（2013年） 

治療と仕事の両立に向けては、主治医や
会社と連携したコーディネーターによる
支援が重要。 
• 病気を抱える労働者の就業希望：92.5％（2013年度） 
• がん罹患後に離職した主な理由： 
 ①仕事を続ける自信の喪失、②職場に迷惑をかけるこ

とへの抵抗感（2013年）   

患者にとって身近な相談先が不足している。 
• 例えば、がん診療連携拠点病院で、就労専門家の配置
やハローワークとの連携による相談支援体制が整備さ
れているのは38％（399か所中150か所）のみ（2016
年） 

治療と仕事の両立に向けた柔軟な休暇制
度・勤務制度の整備が進んでいない。 
• 病気休暇制度のある企業割合:22.4％（常用雇用者30
人以上民営企業）（2012年） 

• 病気休業からの復帰支援プログラムのある企業割
合:11.5％ (常用雇用者50人以上民営企業)（2012年） 

  

 

年度 
施策 

企業文化の抜本改革 

主治医、産業医等の研修、企業連携マニュアルの作成・普及 
個別の疾患別サポートマニュアル策定（疾患ごとに順次策定） 

両立プランの 
具体化 両立プランの普及 

 

トライアングル型サポートの状況を踏まえて支援拡充を検討 

企業の意識・普及の状況を踏まえて両立支援の更なる充実策を検討 

    〃       （医療機関、企業等） 

ガイドラインの普及推進、健康経営の導入促進 

普及・啓発 各地域での両立支援の取組推進 

助成金等による 
支援 企業等への相談対応、個別訪問指導、助成金による制度導入支援 

トライアングル型の 
サポート体制の 

構築 
 

両立支援コーディネーターの養成、配置（労災病院、産業保健総合支援センター） 

患者に対する相談状況を踏まえて見直し 

不妊治療と仕事の 
両立に関する相談 

支援の充実 

とうつう 

傷病手当金 傷病手当金の支給要件等について検討・措置 

がん拠点病院、ハローワーク等の相談窓口等を順次増加・充実 
がん患者の容姿面への対応など療養生活の質の向上の促進 

若年性認知症の特性に応じた就労支援・社会参加等の推進 若年性認知症支援コーディネーターの配置 

産業医等の機能強化 

がん等の 
モデル実施 

新たな不妊相談体制の整備 
不妊専門相談センターの機能拡充 

不妊治療をしながら働いている方の実態調査を実施 
 

必要な法令・制度改正 施行準備・周知期間をとった上で段階的に施行 

地域両立支援 
推進チーム設置 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 
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【今後の対応の方向性】 
自らのライフステージに合わせ、男女とも仕事と育児・介護等との両立ができるよう、保育の受け皿・介護
サービス等の整備や保育・介護人材の処遇改善を進めつつ、両立支援策を強化していく。また、本年４月以降
の各自治体における今後の待機児童の改善状況等も踏まえ、新たなプランを策定する。 

【具体的な施策】 
（保育・介護の受け皿整備） 

• 2017年度末までに保育の受け皿の53万人分の整備を進めるとともに、2018年度以降についても、本年４月
以降の各自治体における今後の待機児童の改善状況等も踏まえ、新たなプランを策定する。 

• 病児保育等の多様な保育サービスの受け皿拡大や、「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの受け皿
整備等を進める。 

• 介護の受け皿については、2020年代初頭までに、50万人分以上の整備を確実に推進する。 
 
（保育・介護人材の処遇改善） 

• 2017年度において、全ての保育士等に２％の処遇改善を実施する。これにより、政権交代後、合計で10％
の改善が実現する。加えて、概ね経験３年以上で月額５千円、７年以上で月額４万円の加算を行う。介護
職員については、2017年度より、経験などに応じて昇給する仕組みを創り、月額平均１万円相当の処遇改
善を行う。今後、必要に応じて、更なる処遇改善を行う。 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

2020年 
安心して結婚・妊
娠・出産・子育て
できる社会が実現
していると考える
人の割合40％以上
（2013年度：
19.4％） 
 
男性の育児休業取
得率13％（2015年
度：2.65％） 
 
男性の配偶者の出
産直後の休暇取得
率80％ 

年度 
施策 

項目５．病気の治療、子育て・介護等と仕事の両立、障害者就労の推進 

⑪ 子育て・介護等と仕事の両立支援策の充実・活用促進（その１） 

【働く人の視点に立った課題】 
子育て・介護をしながら仕事を続け
たい。 
・出産後も仕事を続けたい女性：65.1％（2015年） 
・妊娠・出産等で、仕事を続けたかったが、育児と
の両立の難しさで退職：25.2％（2015年） 

・介護を理由とした離職者等：年10万人（2012年） 
・介護休業取得者がいた事業所：1.3％（2014年度） 

育児休業から復帰したくても、復帰
が困難なケースがある。 
・継続就業希望だが、仕事と育児の両立の難しさ
で辞めた者のうち、保育園等に預けられなかった
ことを理由とした退職者の割合：17％（2015年） 

４月に保育園等に入所するため、子
が１歳になる前に育児休業を途中で
切り上げるなど、希望する期間の育
児休業を取得できないケースがある。 
• 待機児童数：23,553人（2016年４月１日現在） 
• ０～２歳の低年齢児の待機数が８割以上を占め、
特に１・２歳児が多くなっている。 

男性の育児への関わりが進んでいな
い。 
・育児休業取得率（2015年） 
  男性：2.65％ 女性：81.5％ 

 

保育・介護の
受け皿整備 

保育の新たな 
プランの策定 

全ての保
育士等に
２％等の
処遇改善 

必要に応じて、更なる処遇改善 

多様な保育サービスの推進 

「放課後子ども総合プラン」に基づき、
放課後児童クラブの受け皿整備を実施 

女性の就業の更なる増加に応じた放課後児童クラブの体制確保 

保育・介護人材
の処遇改善 

第７期介護保険事業計画 

経験などに応じて昇給する仕組みを創り、 
月額平均１万円相当の処遇改善を行う 

介護報酬等の改定に合わせて、 
必要に応じて処遇改善 

介護報酬等の改定に合わせて、 
必要に応じて処遇改善 

第８期介護保険事業計画 第９期介護保険事業計画 第６期介護 
保険事業計画 
 

第10期介護 
保険事業計画 
 

    整備量前倒し・上乗せ                    引き続き、介護ニーズの的確な把握、介護基盤整備の着実な推進 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 
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【働く人の視点に立った課題】 

雇用環境は改善してきているが、依然
として雇用義務がある企業（50人以
上）の約３割が障害者を全く雇用して
いない。 
 

経営トップを含む社内理解の促進、作
業内容・手順の改善等の課題を克服す
る必要。 
 

就労に向けた関係行政機関等の更なる
連携が必要。 
 

福祉事業所から一般就労への移行率が
20％以上の就労移行支援事業所が増加
しているが、移行率が０％の事業所が
３割強存在し、二極化している。 
 

福祉事業所における利用者の賃金・工
賃は十分な水準にない。 
・就労継続支援A型事業所の平均賃金6.8万円（2015年度） 

・就労継続支援B型事業所の平均工賃1.5万円（2015年度） 

【今後の対応の方向性】 
障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて最大限活躍できることが普通になる社会を目指す。このため、長
期的寄り添い型支援の重点化等により、障害者雇用ゼロ企業を減らしていくとともに、福祉就労の場を障害者がやりがいをより感じら
れる環境に変えていく。また、特別な支援を必要とする子供について、初等中等・高等教育機関と福祉・保健・医療・労働等の関係行
政機関が連携して、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援体制を整備する。 
 
【具体的な施策】 
（長期的寄り添い型支援の重点化） 
• 障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進めるため、実習での受入れ支援や、障害者雇用に関するノウハウを付与する研修の受講
などを進める。また、障害者雇用に知見のある企業OB等の紹介・派遣を行う。 

 
（障害者の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援） 
• 発達障害やその可能性のある方も含め、障害の特性に応じて就労に向けて、在学中から希望・能力に応じた一貫した修学・就労の支援を行
うよう、各教育段階において、教育委員会や大学と福祉、保健、医療、労働等関係行政機関、企業が連携した切れ目のない支援体制を整
備し、企業とも連携したネットワークを構築する。 

• 一般就労移行後に休職した障害者について、その期間に就労系障害福祉サービスの利用を認めることを通じた、復職を支援する仕組みを
創設するほか、福祉事業から一般就労への移行を推進する。 

• 聴覚に障害のある人が電話を一人でかけられるよう支援する電話リレーサービスの実施体制を構築する。また、障害者の職業生活
の改善を図るための最新技術を活用した補装具の普及を図る。 

 
（在宅就業支援制度の活用促進） 
• 障害者の在宅就業等を促進するため、在宅就業する障害者と発注企業を仲介する事業のモデル構築や、優良な仲介事業の見える化を支援
するとともに、在宅就業支援制度（在宅就業障害者に仕事を発注した企業に特例調整金等を支給）の活用促進を図る。 

 
（農業と福祉の連携強化） 
• 農業に取り組む障害者就労施設に対する６次産業化支援や耕作放棄地の積極的活用など、農福連携による障害者の就労支援につい
て、全都道府県での実施を目指す。 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

障害者雇用ゼロ企業を
減らすための取組を推
進する。 
 
就労移行支援事業所等
の利用を経て一般就労
へ移行する者を2020年
度までに2016年度実績
の1.5倍以上とする。 

年度 
施策 

項目５．病気の治療、子育て・介護と仕事の両立、障害者就労の推進 

⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進 

長期的寄り添い
型支援の重点化 

障害者の一般就
労に向けた在学
中からの一貫し
た支援 

企業等による初めての障害者の実習受け入れや、障害者雇用に関するノウハウを有する人材育成への支援 

障害者雇用に知見のある企業ＯＢ等を、雇入企業に紹介・派遣 

モデル構築の実施結果を踏まえた支援措置の検討 
障害者テレワークのモデル構築 
 （在宅）   （サテライト型オフィス） 

給付開始    報酬への反映を検討 
報酬改定ごとに実績を踏まえた見直し 

就労後に休職した場合の就労系福祉サービス利用等 

大学等と高校・行政機関・企業が連携した支援
体制のモデルとなるネットワーク構築 

高齢・障害・求職者雇用支援機構の中期計画見直しに合わせて改善 

事業の成果を研修等を通じ全国に普及 

 
 

連携支援体制の成果の発信・普及とともに、就労支援
コーディネーターの全国展開に向けた更なる拡充 

更なる支援策等の検討 
 
2017年度まで 
に30地域 

教育委員会と福祉・労働等行政機関が連携した支援体制整備 
2019年度ま
でに94地域   

電話リレーサービスの実施 実施状況を踏まえた更なる拡充の検討 

実施状況を踏まえた更なる支援策の検討 

在宅就業支援制度
の活用促進 

仲介事業のモ
デルの構築 

優良仲介事業
の見える化 取組実態を踏まえて必要な制度の見直しを図り、在宅就業支援制度の活用を促進 

ｵﾘﾊﾟﾗと
合わせて
ﾏﾙｼｪ開催 

各都道府県で農福連携による障害者の就労 
支援を推進（2018年度までに全都道府県で実施） 

農業と福祉の連携
強化 

農福連携の更なる推進 

最新技術を活用した補装具の普及 補装具の普及による障害者の就労の更なる促進 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 
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【働く人の視点に立った課題】 
民間企業における一人当たりの教育訓練費は、
漸減傾向。 
・企業の教育訓練費の推移 
1,670円／人・月（1991年）→1,038円／人・月（2011
年） 
 

社会人の半数が、学び直しを希望。学び直し
やすくするための要望として、学費の負担へ
の支援、プログラムの充実などが挙げられて
いる。 
・社会人学生（25歳以上の学士課程入学者） 2.5%（2016年） 
 （OECD平均16.7%（2014年）） 
・20歳以上の男女「学んだことがある、学んでみたい」49.4% 
・社会人が学び直しやすくするための取組 
「学費の負担などに対する経済的な支援」46.1% 
「就職や資格取得などに役立つ社会人向けプログラムの拡充」
35.0% 

「土日祝日や夜間における授業の充実」34.0% 
 

育児等で離職した女性の方の学び直しと再就
職を支援するリカレント教育課程が注目され
ている。 
• 「人は幾つからでも、どんな状況からでも、再出発できる。子育
ての経験をしたからこそ、今の職場で活かせることがたくさんあ
る。」（専業主婦からリカレント教育を経て再就職した女性） 

• 「自分を見つめ直し、再就職の準備をする良い機会であった。主
婦が履歴書を書いて、自分で起業に提出しても、採用まで行かな
い。リカレント教育課程の中で、企業を紹介いただいて初めて再
就職できた。」（子育てをしながらの在宅ワークからリカレント
教育を経て再就職した女性） 

＜働き方改革に関する総理と現場との意見交換会で寄せられた声 
2016年12月８日＞ 
 

第４次産業革命により、IT・データ等の働き
手に必要なスキルが変化し、これに合わせた
スキルの獲得が必要。 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

女性のリカレント課
程の講座数を増加さ
せる。 
 
ＢＰ認定講座数（女
性活躍）を増加させ
る。 
 
教育訓練給付金の受
給者数を増加させる。 
 

年度 

施策 

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備 及び 項目８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実 

⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実（その１） 

法案提出 
施行準備 

手続撤廃 

女性のリカレン
ト教育の受講支
援 

【教育訓練給付の拡充】 <<人材投資の集中支援期間>> 

  女性のリカレント教育の受講促進 

給付率・
上限額引
き上げ 
受給可能
期間延長 

【今後の対応の方向性】 
個人、企業、政府による人材投資を抜本強化、集中投資を行う。子育て等により離職した女性のリカレン
ト教育や高度なITなど個人の主体的な学び直しを通じたキャリアアップ・再就職への支援を抜本的に拡充
する。あわせて、企業による教育訓練の実施拡大、長期の離職者訓練の拡充を図る。また、実践的な職業
教育を行う専門職大学を創設するとともに、体系的なキャリア教育を推進する。 
 
【具体的な施策】 
（女性のリカレント教育など個人の主体的な学び直し講座の受講支援） 

• 雇用保険の専門実践教育訓練給付を拡充するため、2017年に法案を提出、2017年度中に施行する。 
① 給付率 ６割→７割 上限額 年間48万円→56万円 
② 受給可能期間 離職後４年以内→離職後10年以内（これまで離職後１か月以内に必要とされてい

た子育て中の受給期間の延長手続きを、2017年４月から撤廃） 
 

（学び直し講座の充実・多様化） 
• 子育て女性のためのリカレント教育やITなど就業者増が見込まれる分野の講座、土日・夜間講座を増
設するほか、完全ｅラーニング講座を新設するなど、講座の多様化、利便性の向上を図る。 

• 高度なIT分野を中心に、今後求められる能力・スキルに係る教育訓練講座を経済産業大臣が認定する
制度を2017年度中に創設し、専門実践教育訓練給付の対象とすることを検討する。 

• 非正規雇用労働者等を対象として、国家資格の取得等を目指し、正社員就職を実現する長期の離職者
訓練コースを新設、拡充する。 

• 関係機関のサイトの連携を図り、学び直しに関する様々な情報を一括して閲覧できるサイトを構築す
る。 

専門実践教育訓練給付
の対象講座数を倍増
（2,500→5,000） 

非正規雇用労働者等を対
象とした正社員就職を目
指す長期の訓練の受講者
数を増加させる（2018年
度以降２万人） 

学び直し情報サイト
の利用状況 

専門実践教育訓練給付の対象講座の多様化、利便性の向上 施行状況に応じて見直し 

基準の
策定 

申請・認定 大臣認定講座の受講開始、産業界のニーズ発掘 

正社員化実現コース（仮称）の拡充 施行状況に応じて見直し 

サイトの構築、 
ハローワーク等を通
じた掲載情報の周知 

内容の見直し・改良 サイトの利用状況等を踏まえて更に見直し・改良を実施 

学び直し講座
の充実・多様
化 

【経済産業大臣認定制度の創設】 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 
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【働く人の視点に立った課題】 
パートタイム労働者の中には、税制、社会保
障制度、勤務先の手当などを意識して就業調
整を行う方がいる。 
＜就業調整をしているパート（有配偶女性に限る）の調整
理由（複数回答可）＞（2011年） 
・配偶者控除等の収入制限を意識：37.7％ 
・健康保険や厚生年金等の被扶養者の要件（130万円）を

意識：49.3% 
・配偶者手当を意識：20.6% 

正社員だった女性が育児等で一旦離職すると、
パート等の非正規で復帰せざるを得ない。 
• 出産・育児等を理由に退職する女性：約５割（2015年） 
• 結婚等で退職した正社員女性の再就職＜雇用形態別＞ 
 （正規）12% （非正規）88%（2015年） 

子育て等が落ち着いた後に復職できる制度を
設けている企業はあるが、広がりは限定的。 
• 退職社員の復職制度がある企業 12%（2012年） 

女性の就労者数は過去４年で増加し、女性の
いわゆるＭ字カーブは改善してきているが、
育児等が落ち着いた後に就労を希望する女性
は今なお多い。 
• 過去４年間での女性の就労者数：150万人増 
 （2012年→2015年） 
• 非労働力人口の女性のうち就労を希望する者：274万人
（2016年） 

• そのうち25～44歳の年齢階級：136万人（49.6%） 

【今後の対応の方向性】 
子育て等により離職した女性の復職や再就職の支援を強化するとともに、就業調整を意識しないで
働くことができるよう環境整備を行うなど、子育てや介護など多様な経験を持つ女性が活躍できる
環境を整える。また、女性リーダーの育成を支援する。 
 
【具体的な施策】 
（パートタイム女性が就業調整を意識せずに働ける環境整備） 
•短時間労働者が就業調整を意識せずに働くことができるよう、配偶者控除等について、配偶者の
収入制限を103万円から150万円に引き上げる。なお、若い世代や子育て世帯に光を当てていく中
で、個人所得課税の改革について、その税制全体における位置づけや負担構造のあるべき姿につ
いて検討し、丁寧に進めていく。 
•短時間労働者への被用者保険の適用拡大の円滑な実施を図るとともに、2019年９月までに更なる
適用拡大について必要な検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 
•企業の配偶者手当に配偶者の収入制限があることも、就業調整の大きな要因の一つであり、労使
の真摯な話し合いの下、前向きな取組が行われるよう、働きかけていく。国家公務員の配偶者に
係る扶養手当の見直しについて、着実に実施する。 

 
（子育て等により離職した正社員女性等の復職の推進） 
•復職制度をもつ企業の情報公開を推進するため、復職制度の有無について、ハローワークの求人
票に項目を新設するほか、女性活躍推進法の情報公表項目に盛り込むことを検討する。また、復
職制度を導入して希望者を再雇用した企業を支援する助成金を創設する。 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

就業調整をして働
いている女性を減
らす。 

年度 
施策 

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備 

⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など多様な女性活躍の推進（その１） 

子育て等による
離職者の復職制
度の推進 

助成金の 
創設・活用 

求人票における
復職制度の見え
る化 

パートタイム
女性が就業調
整を意識せず
に働ける環境
整備 

企業の働き方や女性活躍に関する情報公表の促進 

検討結果に基づいて、必要な措置を講じる 被用者保険の更なる適用拡大の検討 

企業の配偶者手当に関するリーフレットの改定
等による関係団体への周知 引き続き周知を実施し、施行状況を踏まえた更なる検討 

配偶者控除等の見直し、適用 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 

5 



【今後の対応の方向性】 
就職氷河期世代の正社員化に向けた集中的な支援を行うとともに、高校中退者やひきこもりの若者等に対し、
教育・就労にわたる切れ目ない支援を提供し、就労・自立の実現につなげる。また、多様な採用機会を拡大し、
単線型の日本のキャリアパスを変えていく。 

【具体的な施策】 
（就職氷河期世代への支援） 

• 就職氷河期に就職時期を迎え、現在もフリーター等として離転職を繰り返す方の正社員化に向けて、短
期・集中セミナーの実施、わかものハローワークにおける就職支援、事業主への助成措置の創設など、
個々の対象者に応じた集中的な支援を行う。 

• 雇用保険法を改正し、倒産・解雇等により離職した若者に対する基本手当の所定給付日数を引上げる。 

（高校中退者等に対する就労・自立支援） 
• 図書館等を活用して高校中退者等の高卒資格取得の学習相談・支援を行うモデルを構築する。また、教育
委員会や学校、地域若者サポートステーション等の連携を強化し、就労・自立に向けた切れ目ない支援体
制を構築する。 

（多様な選考機会の促進） 
• 希望する地域等で働ける勤務制度の導入等を促進するため、若者雇用促進法の指針を改正し、経済界に要
請する。また、学生の地元での就職活動を促進するため、東京圏在住の地方出身者等に対し、地元企業で
のインターンシップを支援する。 

（若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化） 
• 職業安定法を改正し、ハローワークや職業紹介事業者の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を
繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。また、求人情報の提供を行う事業者に対し、実
際の労働条件と異なる求人情報を提供しないこと等を内容とする業務運営の指針を策定するとともに、必
要に応じて指導等を実施できるよう、法整備を行う。 

• 高等学校・大学等と労働局が連携し、学生・生徒に対する労働関係法令や相談・通報窓口等の周知徹底を
図る。また、求人情報の提供を行う事業者に対し、労働者を守る労働ルールの周知を行うよう要請する。 

  
2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

若年層（25-34歳）の
不本意非正規雇用労働
者の割合：28.4％
（2014年平均） 
 →2020年 半減 
 
学習相談事業を利用し
た高校中退者等のうち、 
・高卒認定試験又は高
等学校を受験した者の
割合：2019年度に80％ 
・高卒認定試験に合格
した者の割合：2019年
度に30％ 
 
地方創生インターン
シップの参加者受入企
業数（2016年 6,441
社）を2020年に２倍 

年度 
施策 

項目７．女性・若者が活躍しやすい環境整備 

⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進 

モデルの普及・全国展開 

【働く人の視点に立った課題】 
35歳～44歳のフリーター等の数は60万人
前後で高止まり。 
 2014年:61万人、2015年:57万人、2016年:60万人 
 

就職氷河期(1990年代前半～2000年代前半卒業者)

に正社員就職に至らなかった者は不安定
な就労を続けているケースが多い。 
 ・就職氷河期世代の就職活動期に、若年無業者（※）  
  の数は、大きく増加 
  1996年:40万人 → 1999年:48万人 → 2002年:64万人 
  （2016年：57万人） 
 (※)15～34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もし  
   ていない者 
 ・就職氷河期世代で正社員希望者数（2015年） 
   完全失業者：27万人 非労働力人口：15万人  

 

高校中退者は、就職・キャリアアップに
おいて不利な立場にある。 
 ・就職内定率（2016年） 
   高校新卒者：約９割 ⇔ 中学新卒者：約３割 
 ・高卒資格が必要と考える高校中退者の割合(2010年): 
  78.4％ 

 

地元就職を希望する新規大卒者等の受け
皿が不十分。 ※東証一部上場企業 

 ・地元就職を希望の大学生等の割合(2017年卒):65％ 
 ・地域限定採用を実施している企業の割合:19.4％(※) 
 ・地方独自採用を実施している企業の割合:9.4％(※) 

 

 
  

若年層の不本意非正規雇用労働者の正社員就職の推進 

高校中退者等に
対する就労・自
立支援 

就職氷河期世代へ
の就職支援 

【正社員化に向けたパッケージ支援】 

セミナー・就職支援・助成金メニューの追加 

【地域における子供・若者伴走型支援パッケージの推進】 

多様な選考機会
の促進 

検討会 
とり 
まとめ 

指針 
改正 

経済界への要請 

地元就活支援コラボ 
プロジェクトの実施 

学習相談・支援を 
行う地域モデル構築 

 

切れ目のない支援体制 
地域モデルの構築 
 

地方企業へのインターンシップ 
を活用した人材還流促進策の実施 

事業検証等を踏まえ、必要な取組を推進 

若年雇用促進法の見直しを検討 

若者の地方への更なる正社員就職促進 
新卒応援ハローワーク等による 
地方への就職支援体制の整備 

労働関係法令等の 
周知・徹底 

労働法教育プログラム・ポータルサイ
ト等の活用促進 労働関係法令等の周知・学習について更なる取組みを推進 

労働条件相談ほっとラインの拡充・周知 

学生向け労働法教育プログ 
ラム・ポータルサイト等の 
充実・周知 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 

6 



【働く人の視点に立った課題】 
一般労働者の転職入職率は低い。 
• 一般労働者：8.5％、パートタイム労働者：17.2％（2015年） 

 

転職する労働者には、転職にあたって様々
な障害が存在。 
• 男女とも「応募できる求人が少ない」、「新しい職場への不

安」が共通して多く、それ以外では、男性では「賃金の低下」
が、女性では「スキルの不足」が多い。（2016年） 

 

一度でも中高年を採用した企業の採用意欲
は高いが、経験がない企業では低い。 
• 企業の中高年の採用意欲＜採用実績別＞ 

• 実績あり：66.1％、実績なし：34.9％（2013年） 

 

転職市場においては、年齢が上がるにつれ
て、転職が難しくなることや転職後賃金が
減少することが多いといった課題が存在。 
• 年齢別転職率（転職入職者数／１月１日現在常用労働者数）は、年齢階級が
上がるにつれて低下している。 

（25～34歳：7.1％、35～44歳：4.3％、45～54歳：3.2％、 

 55～64歳：3.6％、65歳～：1.9％）（2015年） 

• 転職による賃金の増減を見ると、年齢階級が上がるにつれて、転職後賃金が
減少した割合が高くなる。 

（40～49歳：28％、50～59歳：33％、60歳～：61％）（2015年） 

 

全国で雇用情勢は着実に改善が進んでいるが、分
野によって偏りがあり、ミスマッチが生じている。 
• 有効求人倍率 全ての都道府県で１倍超え（2017年1月時点） 
• 職業別有効求人倍率 保安：7.13倍、建設・採掘：3.66倍、 
 介護：3.50倍、サービス：3.21倍 （2017年1月時点） 

【今後の対応の方向性】 
転職・再就職者の採用機会拡大に向けては、転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行を確立することが重要であり、
年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大のための指針の策定を図るとともに、成熟企業から成長企業への転職支援
を集中的に実施する。また、地方企業の経営改革と人材還流に対する支援を行い、ハローワークに専門窓口を設置するなど
雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を推進し、職業能力や職場情報の見える化を実施する。 
 
【具体的な施策】 
（転職・再就職者の採用機会拡大のための指針の策定） 

• 年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大に向けて、転職者の受入れ促進のための指針を策定し、経済界に要請する。
また、転職・再就職向けのインターンシップについて、ガイドブックの作成を行うなど、企業と大学の実践的な連携プログラ
ムを支援するとともに、受入れ企業への支援を行う。 

 
（成長企業への転職支援） 

• 転職者採用の評価や処遇の制度を整備し、中高年齢者の採用開始や転職・再就職者採用の拡大を行い、生産性向上を実現させ
た企業を支援する。また、成熟企業から成長企業へ移動した労働者の賃金をアップさせた場合の支援を拡充する。 

• 雇用保険の受給者が離職後早期に再就職し、賃金が低下した場合、雇用保険の再就職手当により、低下した賃金の最大６か月
分を支給する。 

 
（地方の中堅・中小企業等への人材支援、雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援） 

• 分野別に人材不足の状況を職種別などで把握するとともに、中期的な傾向についても把握する。 
• 各道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点において、日本人材機構等と連携して、地方の中堅・中小企業の経営改革と都市
圏の人材の採用・兼業者としての受入れを支援する。 

• 人材確保のニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の総合専門窓口を創設し、業界団体と連携してマッチング支援を
強化する。また、産業雇用安定センターの出向・移籍あっせん事業において、経済団体等との連携体制強化や、事業の周知徹
底を図る。 

 
（職業能力・職場情報の見える化） 

• AI等の成長分野も含め、仕事の内容、求められる知識・能力・技術、平均年収といった様々な職業情報のあり方について関係
省庁や民間が連携して調査・検討する研究会を立ち上げ、資格情報等も含めて総合的に提供するサイト（日本版Ｏ－ＮＥＴ）
を創設する。あわせて、女性や若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できるサイトを創設する。 

• 今後需要の増加が見込まれる人材の需給予測と能力・スキルの明確化を行うとともに、データ分析など今後主流となる新たな
人材類型や技術に対応するため、ITスキル標準を2017年度中に全面的に改訂する。 

• 技能検定を雇用吸収力の高い産業分野における職種に拡大するとともに、若者の受検料を減免する。 
 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

若者の技能検定の受検
者数を2016年から10％
増加させる。（2020
年） 
 
2018年までに転職入職
率（パートを除く一般
労働者）を９％とする。
（2015年：8.5％） 
 
プロフェッショナル人
材事業戦略拠点等の相
談件数を2020年までに
５万件 
 
 

年度 
施策 

項目８．雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の充実 

⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と職業能力・職場情報の見える化 

 ＰＤＣＡサイクルによる検証、見直し 助成制度の拡充 成長企業への転職支援 
≪成長企業への転職の集中支援期間≫ 

プロフェッショナル人材戦略拠点等による、 
地方の中堅・中小企業等の都市圏等のプロ人材採用支援 

事業検証等を踏まえ、必要な見直しを図ったうえで、引き続き必要な取組を推進 地方の中堅・中小企
業等への人材支援、
雇用吸収力の高い分
野へのマッチング支
援 

出向・移籍あっせん事業において、 
経済団体等との連携のための体制、 
情報収集能力の強化・事業の周知徹底 

施行状況に応じて見直し 

人材確保支援の総合専門窓口の創設・サービスの提供 

転職・再就職者採用
の拡大のための指針
の策定 

施行状況に応じて見直し 経済界への要請 
指針 
策定 

検討会 

転職・再就職向けインターンシップのガイドブック作成、受入れ企業支援 施行状況に応じた更なる促進策の検討 

職業能力の「見える化」のための環境整備の促進 施行状況に応じて見直し 

職業能力・職場情
報の見える化 

研究会立ち上げ 調査・分析 
データベース 
設計開発 

日本版Ｏ－ＮＥＴ 
運用開始 

運用状況を踏まえ、データの更新、改修 

運用状況を踏まえ、データの更新、改修 総合的職場情報提供 
サイトの構築 

実施状況に応じて見直し 
人材育成推進会議において、第４次産業革命の進行により、産業界で求められる能
力・スキルの明確化、人材需要の予測を行い、第４次産業革命に対応した人材育成・
教育施策等を推進 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 
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【今後の対応の方向性】 
2020年度までの期間を65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置付け、将来
的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を図る。また、エイジレスに働くためのキャリア
チェンジや雇用ではない働き方を促進するとともに、高齢期の生活困窮を防ぐため就労支援の強化を図ること
により、意欲ある高齢者に多様な就業機会を提供していく。  

【具体的な施策】 
（継続雇用延長等に向けた環境整備） 

• 将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくため、2020年度までの期間を企業等により65歳以降の継続雇
用延長等の促進の集中支援期間と位置付け、65歳を超える継続雇用や65歳までの定年引上げ等を支援する助
成措置を強化するとともに、定年引上げや継続雇用等の手法を紹介するマニュアル、好事例集を新たに作成
し、企業を訪問して相談・援助を実施する。 

• 2020年度に高齢者就業のインセンティブ効果と実態を検証し、継続雇用延長等に係る制度の在り方を再検討
する。  

（マッチングによるキャリアチェンジの促進） 
• ハローワークにおいて、65歳以上が就業可能な短時間の求人開拓を強化するとともに、求人票において年齢
に関わりなく職務に基づく公正な評価により働ける企業を見える化する。また、ハローワークと経済団体等
地域の関係者が連携して、Ｕ・Ｉ・Ｊターンで地方で働くための全国マッチングネットワークを新たに構築
する。  

（雇用ではない働き方の促進） 
• 高齢者による起業時の雇用助成措置を強化するとともに、地域の様々な機関が連携して高齢者の就業機会を
創る取組の中で、起業の促進を図る。また、製薬企業OB等と医療系ベンチャーとのマッチングを強化する。 

• 健康づくりやフレイル対策を進めつつ、シルバー人材センターやボランティアなど、多様な社会参加を推進
する。 

 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度以降 

指標 

将来的な継続雇用年齢
等の引上げに向けた環
境整備を図る。 
 
生涯現役支援窓口を
2020年までに300箇所
とする。 
 
地域の高齢者の雇用就
業機会を創るネット
ワーク数を2020年まで
に100箇所とする。 
 
希望する高齢者が就業
可能とする。 

年度 
施策 

項目９．高齢者の就業促進 

⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援（その１） 

マッチングによ
るキャリアチェ
ンジの促進 

継続雇用等の
促進 

検討を踏まえた取組の実施 

【働く人の視点に立った課題】 
高齢者の７割近い方が65歳以上を超えて
も働きたいという希望を持っているが、
「働きたいが働いていない高齢者」は65
歳以上で顕著 
・65歳を超えても働きたい高齢者：65.9％（2013年） 
・65歳以上の就業率：22.3%（2016年） 
・60歳以上の就業者 
 847万人（1996年）→937万人（2006年） 
 →1,286万人（2016年） 
・就業希望者が就業者と就業希望者の合計に占める割合 
 60～64歳：15％、65～69歳：22％、70～74歳：27％ 
 

高齢者の希望する働き方は「非正規雇
用」が７～８割。希望する月収は「10万
円未満」が過半。 
・「非正規雇用」を希望する高齢者の割合（2015年） 

 60～64歳：79％、65～69歳：80％、70～74歳：70％ 

・「10万円未満」を希望する高齢者の割合（2015年） 

 60～64歳：48％、65～69歳：58％、70～74歳：59％ 
 

「起業した者」のうち「60歳以上」の割
合は大幅に増大。 
・「60歳以上の起業した者」の割合の推移 

 ８％（1982年）→ 14％（1992年）→ 25％（2002年）  

 → 32％（2012年） 
 

高齢期に生活困窮に陥ることを防ぐため、
きめ細かな就労支援が必要。 

助成措置の強化、マニュアル作成及び企業 
訪問による相談・援助、「高齢者就業」と 
「若者をはじめ企業全体の活力の増進」を 
両立させた好事例の収集、普及 

企業の再就職受入れや就労マッチング支援、
年齢に関わりなく職務に基づく公正な評価に
より働ける企業へのマッチング支援、全国
マッチングネットワークの構築 

継続雇用延長
等に向けた環
境整備 

雇用ではない
働き方の促進 

起業の促進、シルバー人材センターを活用し
たマッチング 

助成措置の 
強化 

 PDCAサイクルによる検証、 
 見直し 

製薬企業OB等と医療系ベンチャー 
のマッチングを支援 

毎年、産官学関係者による協議の場で実行状況をチェック、必要に応じて見直し 

高齢者就業の 
インセンティ 
ブ効果と実態 
を検証し、継 
続雇用延長・ 
定年引上げに 
係る制度の在 
り方を再検討 

《継続雇用延長・定年引上げ促進の集中支援機期間》 

将来的な継続雇用年齢等の引上げに向けた環境整備の実施 

働き方改革実行計画工程表 
（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抄） 

8 



３．人材の育成・活用力の強化 
（２）新たに講ずべき具体的施策 

（略） 
以下、今後２～３年を視野に喫緊に取り組むべき内容を掲げていく。 
ⅰ）個々の働き手の能力・スキルを向上させる人材育成・人材投資の抜本拡充 
④「社会人の生涯学び直し」における「IT・データスキル」等育成の抜本拡充 
・年代・職種を問わず、様々な人材が多様な機会を通じて基礎的なIT・データスキルを身に付けることは重要である。意欲のある社会
人の「学び直し」を充実するため、個人に対する支援策を講じる。 

 
ⅱ）生産性・イノベーション力の向上につながる働き方の促進 
① 多様で柔軟な働き方の実現 
・「雇用関係によらない働き方」について、良好な就業形態となるよう、実態を把握した上で、働き手が自律したキャリア・スキル形成を
行うことを可能とする支援策を検討・実施するほか、保護の在り方に関する検討等を行う。こうした取組を通じて、企業・組織に属さな
い働き方を選択肢の一つとして確立させる。 

⑤ 若者や就職氷河期世代の活躍支援 
学生等に対する早期からの職業意識形成の支援や業界・企業研究がしやすい環境整備等を行うとともに、就職氷河期世代を含む若

者等が活躍できるよう総合的な支援を行う。 
⑥ 障害者等の就労促進 
・来年４月の法定雇用率の引上げや障害者雇用に関するノウハウを付与する研修の充実、キャリア教育など生涯を通じた学習の充実
や関係機関の連携の促進等を通じて、障害者の希望や能力をいかした就労支援の取組を進める。 
・がんなどの病気を抱える方が治療状況に合わせた働き方ができるよう、経営トップ等の意識改革や治療と仕事の両立に向けたトライ
アングル型のサポート体制の構築等の取組を進める。 

 
ⅲ）生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実現する労働市場改革 
② 中高年・高齢者の就業・転職促進 
年齢に関わりない転職者の受入れ促進のための指針の策定、ハローワークの専門窓口による高齢者への再就職支援の強化や、副

業・兼業などの緩やかな労働移動環境の整備等の取組により、中高年・高齢者の就業・転職の促進を図る。また、中高年者が培った経
験等を最大限活用し活躍できる環境整備のため、働き手へのキャリア教育の充実、送り出し側でのキャリア面談の徹底、受け手側での
外部人材の活躍推進のためのノウハウの獲得、労働市場における求職・求人情報の共有等のトータルパッケージでの対策を講じていく。 

 

「未来投資戦略2017 」 （平成29年６月９日閣議決定）（抄）   
資料２②ｂ 
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労働政策研究報告書 No.191 
 

キャリアコンサルティングの実態、効果および潜在的ニー
ズ―相談経験者1,117名等の調査結果より 
               
              （労働政策研究・研修機構，2017） 

資料２③ 
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キャリコンに対するネガティブな印象 

役に立たなかった 
特に役立ったことはない。転職サイトのエージェ
ントは使い物にならないと感じた（24歳男性） 

相談員が何をしてくれる訳ではないので、役には
立たないと思う（43歳男性） 

今後、このようなサービスは受けないほうが良い
と理解した（46歳男性） 

具体的なアドバイスがなかった 
コンサルティングをする側でありながら受け身過
ぎ（29歳男性） 

こちらの希望に対して、明確なアドバイスもな
かった（44歳女性） 

私が一方的な話をしただけで何にもならなかった
（54歳男性） 

型どおりの対応、おざなり 
担当者は表面的な話しか分からないようなのに、
適当に相槌を打っている（49歳女性） 

マニュアル通りにやられるのが伝わるとこちらも
虚しくなってしまう。共感して聞くという姿勢がま
ずないとよくないなと思った（23歳女性） 

やや事務的な対応だった（44歳男性） 

他人事、親身になってくれない 
丁寧だけど親身ではない（27歳女性） 

他人事のように親身になっていない（46歳男性） 

相談というより相手も仕事なので、親身ぶってい
てもどこか信用出来ない（36歳女性） 

特定の転職先に誘導している 
カウンセラーは自分の営業成績しか気にしていな
い（36歳女性） 

コンサルのノルマをクリアするためだけに、指示を
している印象が強い（47歳男性） 

就職が決まればお金がもらえるようで、お金目的
で仕事をしている人たちと感じた（46歳男性） 

成績の為に利用者の意向を蔑ろにしているような
感じがある（29歳男性） 

スキルや質にばらつきがある 
コンサルタント質のばらつき（55歳男性） 

コンサルタントのスキルによって対応がことなる。
（35歳男性） 

親身になって、こちらの事を理解してくれようとし
ている方もいれば、希望と全く違う業種、職種を提
案してくる方もいる。利益しか考えてない方もいる
と思った（29歳男性） 

 

平成29年６月８日  

第７回キャリアコ
ンサルタント登録
制度等に関する検
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キャリコン未経験者を対象に相談ニーズを検討した結果、 

(1)年齢が若いほど相談ニーズが高かった。 

(2) 相談したい内容も年齢で異なった。20代では就職活動、進学・
留学、同僚や上司との人間関係、精神面の病気。30代では能力開
発や生活設計、昇進等のキャリア関連の相談ニーズが大きかった。 

(3)長時間労働と相談ニーズとの関連も深かった。 
20代
前半

N=662

20代
後半

N=939

30代
前半

N=1012

30代
後半

N=1230

40代
前半

N=1356

40代
後半

N=1295

50代
前半

N=1198

50代
後半

N=1141

合計

相談したい 9.2% 9.1% 7.9% 6.2% 4.2% 3.4% 2.3% 1.2% 5.0%
どちらかと言えば、相談したい 16.8% 20.2% 17.4% 17.1% 14.7% 10.7% 9.6% 8.0% 13.9%

どちらとも言えない 32.2% 30.7% 32.4% 32.9% 35.7% 35.1% 31.6% 32.3% 33.0%
どちらかと言えば、相談したくない 12.2% 13.4% 13.3% 14.2% 14.1% 14.6% 13.4% 15.1% 13.9%
相談したくない 29.6% 26.6% 29.0% 29.6% 31.3% 36.3% 43.2% 43.5% 34.1%

※各年代で最も大きな値に網かけを付した。

賃金や処遇について 28.0%
転職 24.8%
自分の職業の向き不向き 20.9%
仕事内容について 20.2%

定年後の就職、仕事について 19.7%
職場の上司との人間関係 16.8%
職業能力の開発・能力アップ 16.0%
将来の職業生活設計 15.9%
資格取得 15.7%
モチベーションの低下 15.1%

職場の同僚との人間関係 14.1%
精神面の病気・不調 13.6%
残業や労働負荷について 12.7%
結婚・出産・育児 8.2%
その他の個人的な深刻な悩み 8.0%
家族の介護 7.5%
職場の部下との人間関係 6.6%

その他の病気・入院 6.6%
配置転換・出向・転籍について 6.3%
昇進について 6.3%
人間関係以外の仕事上のトラブル 6.3%
学生時代の就職活動 6.2%
会社の倒産・リストラについて 5.0%

職場外の人との人間関係 4.8%
（学生時代以外の）就職活動、求職活動 4.1%
進学・留学など 2.9%

35.1%

26.4%

15.0%
17.9%

10.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

あてはまる
N=978

やや

あてはまる
N=2006

どちらとも

言えない
N=2115

あまり

あては

まらない
N=1326

あては

まらない
N=2408

十分に睡眠や休みがとれず、

疲れがたまっている

39.7%

35.1%

16.3% 16.1%

10.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

あてはまる
N=862

やや

あてはまる
N=1205

どちらとも

言えない
N=2483

あまり

あては

まらない
N=1176

あては

まらない
N=3107

会社に「使い捨て」られそうな

気がする
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調査を通じての考察 
• 【実態】キャリコン経験者は20代～30代前半に多く、その相談内容はもっぱら
転職であった。今後のキャリコンの具体的なイメージとして、30歳前後の就労

者の企業外における転職相談を適切に意識する必要がある。特に、この領
域のキャリコンは一定のボリュームゾーンである一方、応対するキャリコンの
質やスキルにはばらつきがあり、キャリコンの質向上の議論と並行して何ら
かの積極的な対応を要する。 
 

• 【効果】キャリコン経験者は、キャリコンをおおむね効果ありと感じていた。な
かでも「就職」「職業の向き不向き」「資格取得」「能力開発」「キャリア計画」な
どの職業やキャリアに直結した内容で、より有益であったと評価されやすい。
一方、職場の人間関係、精神面の病気・不調などの相談も、キャリコンに持
ち込まれているが、現状では対応が十分ではなく今後の課題である。 
 

• 【ニーズ】キャリコン未経験者のうち、年代が若い層には一定のニーズがあり、
20代後半で約３割に達する。基本的に大企業に勤務する若年正社員でニー

ズが高かった。なお、長時間労動等の働き方の問題を抱え、かつ会社側から
適切に扱われていないと感じられている場合は、より相談ニーズが高い。長
時間労働に象徴される働き方の問題とキャリアコンサルティングの関わりに
ついては今後、より一層の問題関心が持たれるべきである。 
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